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定める。 
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白川町鳥獣被害対策実施隊員育成事業費補助金交付要綱の一部を改正する訓令 

  

白川町鳥獣被害対策実施隊員育成事業費補助金交付要綱（平成２４年白川町訓令甲第１０

号）の一部を次のように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（補助対象者の基準） （補助対象者の基準） 

第２条 補助事業の対象とする者は、第１種

猟銃免許又はわな猟銃免許を取得しよう

とする者であって、次のいずれにも該当す

る者とする。 

第２条 補助事業の対象とする者は       

                                     

                、次のいずれにも該当す

る者とする。 

(1) （略） (1) （略） 

 (2) 第１種猟銃免許を取得しようとする

者 

(2) （略） (3) （略） 

(3) （略） (4) （略） 

（補助金対象とする経費等） （補助金対象とする経費等） 

第３条 補助金の対象とする経費及び補助

金の額は、別表のとおり                 

                                       

                                       

                              とする。 

第３条 補助金の対象とする経費         

    は、銃猟免許取得、銃所持許可、銃取得

（保管庫の取得を含む。）、狩猟登録費用の

ために必要な経費（講習会参加費を含む。）

とし、補助金額は３０万円を上限とする。 

別表（第３条関係）  

【別記１ 参照】 
 

 

   附 則 

 この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 



 

【別記１】 

改 正 後 

取得する免許の種別 補助対象経費 補助金の額 

第１種猟銃免許 

 

銃猟免許取得、銃所持許可、銃取得（保管庫の取

得を含む。）、狩猟登録費用のために必要な経費

（講習会参加費を含む。） 

上限３０万円 

わな猟免許 

 

わな猟免許取得、わな取得、狩猟登録費用のため

に必要な経費（講習会参加費を含む。） 

上限 ３万円 

 


